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すみれが丘町内会会則 

 

第１条 本会は、すみれが丘町内会と称し、事務所をすみれが丘会館内に置く。 

第２条 本会の会員は、すみれが丘区域内に居住又は事業を営むもので、入会の手続きをし

た、個人会員、特定個人会員及び法人会員により構成する。ただし、特定個人会員

は、組長その他の役職の遂行が困難であると役員会が承認したものに限る。 

 

第２章 目的及び事業 

第３条 本会は、会員相互の親睦と融和をはかり、もって地域社会の向上発展及び住民が安

心して暮らせるまちづくりの推進を目的とする。 

第４条 本会は、前条の目的達成のために、次のことを行う。 

１ 防犯、防火、防災、交通安全に関する活動 

２ 福祉、環境、保健衛生に関する活動 

３ 諸行事の企画、実施 

４「すみれが丘会館」の管理、運営 

５「すみれが丘公園多目的広場」の管理、運営 

６ その他必要と認められる事項 

 

第３章 役員及び組長 

第５条 本会に次の役員を置く。 

会長 １名、 副会長 ５名以内、 総務 １名、 会計 １名、 監事 ２名以

内、ブロック会長 若干名、 専門部会長・専門副部会長 若干名 

第６条 役員の任務は次のとおりとする。 

１ 会長は、会を代表し会務を総括する 

２ 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その任務を代行する 

３ 総務は、会の運営上の企画及び庶務を担当する 

４ 会計は、会計事務を担当する 

５ 監事は、会の運営及び会計を監査する 

６ ブロック会長は、担当ブロック内の組長をまとめ、ブロック内会員の意見等を

調整する 

７ 専門部会長は、各部会を統括し、専門副部会長はそれを補佐する 

８ 役員は、役員会に出席し、各事業の企画立案及び運営などに関し参画する 

第７条 役員の選出は、次のとおりとする。 

１ 会長、副会長、総務、会計及び監事は、総会において選出する 

２ ブロック会長及び専門部会長・専門副部会長は、会長の推薦により役員会にお

いて決定する 

第８条 役員の任期は、２年とする。再選を妨げない。ただし、会長の任期は原則 2 期まで

とする。 

補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第９条 本会に、会の各事業の円滑な運営をはかるため、組長を置く。 

１ 本区域内を別に定める組に分け、各組内の会員(原則として町内会役員を除く)

は、互選により組長１名を選出する 
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２ 組長は、組内をまとめブロック会長と連絡をはかる 

３ 組長は、組を代表して総会に出席する 

４ 組長は、別に定める専門部会のいずれかに所属し、専門部会の活動に参加する 

５ 組長は、別に定める方法で町内会費の集金を行う 

６ 組長は、担当地域内に転入する住民に本会の趣旨を説明し、入会を勧誘する 

７ 組長の任期は、総会開催の日より翌年の総会開催の前日までの１年とする 

第１０条 本会に顧問を置くことができる。 顧問は会長が委嘱する。 

顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができる。 

 

第４章 会議及び運営 

第１１条 総会は、毎年４月に会長が招集する。ただし、役員会が必要と認めたとき、又は会

員の３分の１以上の要求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。 

総会は、委任状を含め組長の過半数の出席により成立する。 

総会の議長は、会長が指名する。 

総会の議事は、委任状を含め出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の

ときは、議長がこれを決する。 

総会は、次の事項を審議決定する。 

１ 事業計画 

２ 予算及び決算 

３ 役員（会長、副会長、総務、会計及び監事）の選出 

４ 会則の改定 

５ その他役員会が必要と認める事項 

第１２条 役員会は、事業その他の重要事項を審議、承認、決定するものとし、その運営は下

記による。 

１ 役員会は、毎月１回定期的に開催する 

なお、会長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる 

ただし、臨時役員会は、原則、開催日の３日前までに開催の通知をしなければ

ならない 

     ２ 役員会は、過半数の出席により成立する 

     ３ 役員会の議長は、会長、又は会長の指名する役員がこれを務める 

     ４ 役員会の決定は、多数決による。可否同数の場合は、議長がこれを決する。な

お、緊急を要する場合は、会長、副会長、総務及び会計担当役員が協議決定し、

その後最初に開かれる役員会で承認を得ることができる 

５  役員会には、民生・児童委員及びすみれ会代表等、役員会が必要と認める者が、

オブザーバーとして参加することができる      

第１３条 本会の事業を円滑に遂行するため、部会長、担当組長及び参加を希望する会員で構

成する専門部会を置く。 

専門部会は、次の事項を協議、決定、実施する。ただし、年度計画及びその他の重

要な決定については、その実施の前に役員会の承認を得ければならない。 

１ 年度計画 

２ 専門部会活動の企画、運営に関する事項 

３ その他専門部会長が必要と認める事項 

第１４条 会長は、必要に応じて組長会を招集し、事業計画の立案、推進、その他について組

長の意見を求めることができる。 
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第１５条 会長は、特定の目的を遂行するため役員会の承認を経て、役員、組長及び会員を構

成メンバーとする委員会を設置することができる。 

第１６条 「すみれが丘会館」及び「すみれが丘公園多目的広場」の管理、運営に関する規定

は別途定める。 

 

第５章 会費及び会計 

第１７条 本会の会費は、個人会員及び特定個人会員一世帯月額２００円とする。 ただし、

集合住宅居住者は同１５０円、法人会員は同５００円とする。二世帯住宅居住者の

二世帯目は会費を免除する。二世帯住宅とは一つの建物に親の世帯と子の世帯の二

世帯の家族が住む住宅とする。 

第１８条 本会の経費は、下記の収入をもってこれに充てる。 

１ 会費 

２ 官公庁よりの助成金及び謝金 

３ 会館使用料 

４ 祝い金及び寄付金 

なお、必要に応じ総会の承認を経て、臨時会費を徴収することができる 

第１９条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わるものとする。 

第２０条 会員又はその家族の死亡に際しては、弔慰金を贈る。その額は役員会の議を経て定

める。 

第２１条 町内会活動に必要な会合への出席及び費用は、役員会の議を経て定める。 

 

付  則 

本会則は、昭和５０年６月１日より施行する。 

昭和５２年４月２８日一部改定 

昭和５４年５月１３日一部改定 

昭和５７年６月１３日一部改定 

昭和６２年４月２６日一部改定 

平成 元年４月２３日一部改定 

平成 ６年４月２４日一部改定 

平成 ８年４月２１日一部改定 

平成１５年２月２３日一部改定 

平成１７年４月１７日一部改定 

平成２０年４月２０日一部改定 

平成２８年４月２４日一部改定 

平成３０年４月２２日一部改定 

令和 ３年４月２５日一部改定 

令和 ５年４月２３日一部改定 


